
三重県いなば園　委員会等　体系図

○経営会議

内容：法人経営全般の最終決定

開催頻度：定期開催 1～2回/月

参加者4名：理事長、業務執行理事、（事務局次長）
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○理事会

内容：業務執行に関する意思決定

開催頻度：定期開催・必要時開催

参加者8名：理事長、業務執行理事、理事、監事

○運営会議

内容：いなば園運営全般の決定

開催頻度：定期開催 1～2回/月

参加者12名：園長、管理部長、地域支援部長、施設支援部長

すぎのき寮長、かしのき寮長、もみのき寮長、くすのき寮長

地域支援1課長、地域支援2課長、相談支援課長、管理課長

○マネジメント力向上委員会

内容：マネジメント力向上にかかる企画・運営

開催頻度：年間6回程度

参加者6名：理事長、事務局次長、センター支援部長

管理部長、地域支援部長、施設支援部長

○権利擁護・虐待防止委員会

内容：いなば園虐待防止研修の開催2回/年、権利擁護アンケートの実施2回/年、啓発ポスターの

作成と掲示

開催頻度：定期開催 1～2回/月 （必要時にも開催）

参加者9名：担当寮長（寮長）、すぎのき寮職員、かしのき寮職員、もみのき寮職員

くすのき寮職員、地域支援1課職員、地域支援2課職員、相談支援課職員、プリズム職員
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○職員会議

内容：いなば園運営全般の周知

開催頻度：定期開催 1回/月

参加者：全職員（すぎのき寮長、かしのき寮長、もみのき寮長

くすのき寮長、地域支援1課長、地域支援2課長、相談支援課長

管理課長、各課各寮の職員）

内部統制（決定・指示） 各種委員会（改善への働きかけ）主務者

○各種委員会

研修委員会、リスクマネジメント委員会

（ヒヤリ・ハット、事故防止検討委員会）

サービス調整委員会、入退所検討委員会、衛生委員会

映像広報委員会、感染対策委員会、医療連携会議、給食委員会

○虐待防止委員会

内容：不適切支援の報告と改善案の共有、改善計画の進捗管理

虐待防止マニュアルの改訂1回/年

開催頻度：定期開催 1～2回/月 （必要時にも開催）

参加者14名：園長、管理部長、地域支援部長、施設支援部長、すぎのき寮長、かしのき寮長

もみのき寮長、くすのき寮長、地域支援1課長、地域支援2課長、相談支援課長、管理課長

社会福祉士（外部委員）、弁護士（外部委員）

○改善評価委員会

内容：改善計画に基づく取組の評価・検証、指導・勧告

開催頻度：定期開催 2回程度/年 （必要時にも開催）

参加者5名：家族会代表、学校関係者、行政関係者、弁護士、社会福祉士
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虐待再発防止に係る各会議・委員会の役割

名称 位置づけ 再発防止における役割

経営会議
法人経営全般の最終決定
機関

各施設に対する指導監督、評議員会・理事会への取組状
況等の報告

運営会議 施設運営全般の決定機関
改善計画の職員への周知、経営会議への取組状況等の
報告

虐待防止委員会
施設における虐待防止の司
令塔

改善評価委員会の運営、改善計画の進捗管理、県への
取組状況等の報告

権利擁護・虐待防止
委員会

虐待防止委員会の下部機
関、虐待防止の実行部隊

虐待防止委員会の指示のもとでの研修やアンケート、啓発
等の実施

改善評価委員会
改善計画に基づく取組の評
価

改善計画に掲げる事業の取組状況の評価・検証及び指
導・勧告
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虐待防止推進体制

経営会議

いなば園 身障センター

改善評価委員会

構成：社会福祉士、弁護
士、家族会代表、学校関
係者、行政関係者

評議員会 理事会

取組状況報告

評価・指導

報告

指導・
助言

報告

指導・
助言

運営会議

虐待防止委員会

運営会議

虐待防止委員会

情報共有・
協力

報告 指導・監督

権利擁護・虐待
防止委員会

構成：園長、部長(3)、
寮長(4)、課長(4)、
弁護士、社会福祉士
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課題 取組の柱

ア
不適切支援職員指導体制の

不十分さ

イ
虐待防止委員会における対

応の不十分さ

ウ
権利擁護アンケートでの指

摘事項の放置

エ
虐待防止研修等の実効性の

欠如

オ 行政への通報義務の不履行

ア
ケース記録の不備と指導不

足

イ
虐待防止マニュアルの周知

不足

ウ
繁忙時の人手不足と協力体

制の不備

エ
利用者・家族の意見を聴取

する機会の不足

オ
外部の客観的な意見・助言

を受ける体制の不備

ア
管理職による説明不足・管

理職に対する不信感

イ
日常的な情報共有・相互応

援体制の不十分さ

ウ
管理職の不適切事案の察知

や対応力の遅れ

取組項目

要因・課題・取組の一覧                                                                            　　　　　　　　　　　　            別紙２
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①虐待防止委員会の体制強化

②権利擁護アンケートの適切な運用

③事故・虐待疑い事案の適切な対処

④勤務体制の充実

⑤安全カメラの設置

重

点

〇マネジメントシートを活用した業務の進捗管理と職員の対話の徹底

〇各職階の役割・職責の明確化と研修等による管理職の自覚と行動変容の促進

〇サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の資質向上

関

連

⑥虐待防止マニュアルの適切な運用

⑦職員研修の充実

⑧ケース記録の入力方法の改善

重

点

〇人権研修やコンプライアンス研修による福祉マインドの醸成

〇経営参画意識、社会貢献の推進等による職員のやりがいや誇りの醸成
関

連

⑨改善評価委員会による虐待防止改善計画の進捗管理

⑩利用者・家族の声を聴く機会の再開

⑪利用者が虐待を知るための学習会の開催

重

点

〇行事の開放、地域との交流、ボランティアや実習生の受入等による職員の緊張感やコ

ンプライアンス意識の高揚

〇外部意見の聴取による事業の振り返りや新たな発想による事業展開の推進

関

連

⑫グループウェアによる情報共有の促進
重

点

〇上司による個別面談や理事長・施設長と職員とのフリートークによる業務や職場の課

題の共有、職場環境改善の推進

〇日頃の報連相や職場会議などによる職員の不安や職場の課題、リスクの兆しの早期把

握と組織一体となって課題解決に取り組む風土の醸成

関

連


